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(57)【要約】
【課題】汎用性を高めた圧電膜を有する積層基板の製造
方法およびその関連技術を提供する。
【解決手段】第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、犠
牲層上に第１電極膜を製膜する処理と、第１電極膜上に
圧電膜を製膜する処理と、を行って積層体を形成する工
程と、積層体のうち犠牲層をエッチングして除去するこ
とで、積層体を、第１基板と、第１電極膜および圧電膜
を有する積層基板と、に分離させる工程と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、前記犠牲層上に第１電極膜を製膜する処理と、
前記第１電極膜上に圧電膜を製膜する処理と、を行って積層体を形成する工程と、
　前記積層体のうち前記犠牲層をエッチングして除去することで、前記積層体を、前記第
１基板と、前記第１電極膜および前記圧電膜を有する積層基板と、に分離させる工程と、
を備える、圧電膜を有する積層基板の製造方法。
【請求項２】
　前記積層体を形成する工程では、
　前記圧電膜上に前記第１電極膜とは異なる第２電極膜を製膜する処理と、前記第２電極
膜上に前記第１基板とは異なる材料で形成された第２基板、または前記第１基板よりも低
品質な第２基板を貼り合わせる処理と、をさらに行う請求項１に記載の圧電膜を有する積
層基板の製造方法。
【請求項３】
　前記積層体を形成する工程では、
　前記第２電極膜上に前記第１基板とは異なる材料で形成された第２基板、または前記第
１基板よりも低品質な第２基板を貼り合わせる処理をさらに行う請求項１に記載の圧電膜
を有する積層基板の製造方法。
【請求項４】
　前記積層体を形成する工程では、前記圧電膜として、組成式（Ｋ１－ｘＮａｘ）ＮｂＯ

３（０＜ｘ＜１）で表されるペロブスカイト構造のアルカリニオブ酸化物からなる膜を製
膜する請求項１～３のいずれかに記載の圧電膜を有する積層基板の製造方法。
【請求項５】
　第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、前記犠牲層上に第１電極膜を製膜する処理と、
前記第１電極膜上に圧電膜を製膜する処理と、を行って積層体を形成する工程と、
　前記積層体のうち前記犠牲層をエッチングして除去することで、前記積層体を、前記第
１基板と、前記第１電極膜および前記圧電膜を有する積層基板と、に分離させる工程と、
を備える、圧電膜を有する素子の製造方法。
【請求項６】
　第１基板と、前記第１基板上に製膜された電極膜と、前記電極膜上に製膜された圧電膜
と、を備え、
　前記第１基板と前記電極膜との間には、エッチング液が供給されることで除去される犠
牲層が製膜されており、
　前記犠牲層を除去することで、前記第１基板と、前記電極膜および前記圧電膜を有する
積層基板と、に分離可能に構成されている、圧電膜を有する積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電膜を有する積層基板の製造方法、圧電膜を有する素子の製造方法および
圧電膜を有する積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧電体は、センサやアクチュエータ等の機能性電子部品に広く利用されている。圧電体
の材料としては、例えばニオブ酸カリウムナトリウム（ＫＮＮ）が用いられている（例え
ば特許文献１，２参照）。近年、より汎用性が高い圧電体が強く求められるようになって
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１８４５１３号公報
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【特許文献２】特開２００８－１５９８０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、汎用性を高めた圧電膜を有する積層基板の製造方法およびその関連技
術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様によれば、
　第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、前記犠牲層上に第１電極膜を製膜する処理と、
前記第１電極膜上に圧電膜を製膜する処理と、を行って積層体を形成する工程と、
　前記積層体のうち前記犠牲層をエッチングして除去することで、前記積層体を、前記第
１基板と、前記第１電極膜および前記圧電膜を有する積層基板と、に分離させる工程と、
を備える、圧電膜を有する積層基板の製造方法およびその関連技術が提供される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、汎用性を高めた圧電膜を有する積層基板の製造方法およびその関連技
術を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）は、本発明の一実施形態にかかる積層体形成ステップを実施することで得
られた積層体の断面構造の一例を示す図であり、（ｂ）は、分離ステップで犠牲層をエッ
チングし、積層体を、第１基板と、積層基板と、に分離する様子を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる積層体の断面構造の変形例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる圧電膜デバイスの概略構成図である。
【図４】（ａ）は、本発明の一実施形態にかかる積層体の断面構造の変形例を示す図であ
り、（ｂ）は、図４（ａ）に示す積層体を、第１基板と、積層基板と、に分離する様子を
示す模式図であり、（ｃ）は、図４（ｂ）に示す積層基板を用いて作製した圧電膜デバイ
スの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
＜本発明の一実施形態＞
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。
【０００９】
（１）積層基板の製造方法
　本実施形態では、一例として、
　第１基板１上に犠牲層６を製膜する処理（ステップ１）と、犠牲層６上に第１電極膜２
を製膜する処理（ステップ２）と、第１電極膜２上に圧電膜３を製膜する処理（ステップ
３）と、圧電膜３上に第２電極膜４を製膜する処理（ステップ４）と、第２電極膜４上に
第２基板８を貼り合わせる処理（ステップ５）と、を行って積層体１２を形成するステッ
プと、
　積層体１２のうち犠牲層６をエッチングして除去することで、積層体１２を、第１基板
１と、第１電極膜２、圧電膜３、第２電極膜４および第２基板８を有する積層基板１０と
、に分離させるステップと、
　を行う場合について説明する。以下、各ステップの詳細について説明する。
【００１０】
（積層体形成ステップ）
　本ステップでは、以下に示すステップ１～５を実施することで、図１（ａ）に示す積層
体１２を作製する。
【００１１】
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（ステップ１：犠牲層の製膜）
　本ステップでは、まず、第１基板（以下、単に基板１とも称する）を用意する。基板１
としては、熱酸化膜やＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）酸化膜等の表面酸化膜（Ｓ
ｉＯ２膜）１ｂが形成された単結晶シリコン（Ｓｉ）基板１ａ、すなわち、表面酸化膜を
有するＳｉ基板を好適に用いることができる。また、基板１としては、図２に示すように
、その表面にＳｉＯ２以外の絶縁性材料により形成された絶縁膜１ｄを有するＳｉ基板１
ａを用いることもできる。また、基板１としては、表面にＳｉ（１００）面やＳｉ（１１
１）面等が露出したＳｉ基板１ａ、すなわち、表面酸化膜１ｂや絶縁膜１ｄを有さないＳ
ｉ基板を用いることもできる。また、基板１としては、ＳＯＩ（Silicon On Insulator）
基板、石英ガラス（ＳｉＯ２）基板、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）基板、サファイア（Ａｌ

２Ｏ３）基板を用いることもできる。単結晶Ｓｉ基板１ａの厚さは例えば３００～１００
０μｍ、表面酸化膜１ｂの厚さは例えば５～３０００ｎｍとすることができる。
【００１２】
　基板１を用意したら、基板１上に犠牲層６を製膜する。犠牲層６は、後述の分離ステッ
プにおいて、エッチングにより除去される層である。このため、犠牲層６はエッチングに
より除去できる材料を用いて製膜されている。具体的には、犠牲層６は、チタン（Ｔｉ）
またはルテニウム酸ストロンチウム（ＳｒＲｕＯ３、略称：ＳＲＯ）のいずれかを用いて
製膜することができる。犠牲層６は、スパッタリング法、蒸着法等の手法を用いて製膜す
ることができる。犠牲層６の厚さは例えば１～２００ｎｍとすることができる。
【００１３】
（ステップ２：第１電極膜の製膜）
　ステップ１が終了したら、犠牲層６上に、第１電極膜２を製膜する。第１電極膜２は、
後述の圧電膜素子２０（圧電膜デバイス３０）において、上部電極膜となる膜である。
【００１４】
　第１電極膜２は、例えば、白金（Ｐｔ）を用いて製膜することができる。第１電極膜２
は、単結晶膜や多結晶膜（以下、これらをＰｔ膜とも称する）となる。Ｐｔ膜を構成する
結晶は、基板１の表面に対して（１１１）面方位に優先配向していることが好ましい。す
なわち、Ｐｔ膜の表面（圧電膜３の下地となる面）は、主にＰｔ（１１１）面により構成
されていることが好ましい。Ｐｔ膜は、スパッタリング法、蒸着法等の手法を用いて製膜
することができる。第１電極膜２は、Ｐｔ以外に、金（Ａｕ）やルテニウム（Ｒｕ）やイ
リジウム（Ｉｒ）等の各種金属、これらを主成分とする合金、ニッケル酸ランタン（Ｌａ
ＮｉＯ３）等の金属酸化物等を用いて製膜することもできる。また、Ｔｉを用いて犠牲層
６を製膜する場合は、第１電極膜２はＳＲＯを用いて製膜することもできる。第１電極膜
２を犠牲層６と異なる材料で形成することで、後述の分離ステップにおいて、犠牲層６と
ともに第１電極膜２もエッチングされてしまうことがなくなる。第１電極膜２の厚さは例
えば１００～４００ｎｍとすることができる。
【００１５】
（ステップ３：圧電膜の製膜）
　ステップ２が終了したら、第１電極膜２上に圧電膜（圧電薄膜）３を製膜する。
【００１６】
　圧電膜３は、例えば、カリウム（Ｋ）、ナトリウム（Ｎａ）、ニオブ（Ｎｂ）を含み、
組成式（Ｋ１－ｘＮａｘ）ＮｂＯ３で表されるアルカリニオブ酸化物、すなわち、ニオブ
酸カリウムナトリウム（ＫＮＮ）を用いて製膜することができる。上述の組成式中の係数
ｘ［＝Ｎａ／（Ｋ＋Ｎａ）］は、０＜ｘ＜１、好ましくは０．４≦ｘ≦０．７の範囲内の
大きさとする。圧電膜３は、ＫＮＮの多結晶膜（以下、ＫＮＮ膜（ＫＮＮ薄膜）３とも称
する）となる。ＫＮＮの結晶構造は、ペロブスカイト構造となる。ＫＮＮ膜３は、スパッ
タリング法、ＰＬＤ（Pulsed Laser Deposition）法、ゾルゲル法等の手法を用いて製膜
することができる。
【００１７】
　なお、上述の組成比は、例えば、スパッタリング製膜時に用いるターゲット材の組成を
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制御することで調整可能である。ターゲット材は、例えば、Ｋ２ＣＯ３粉末、Ｎａ２ＣＯ

３粉末、Ｎｂ２Ｏ５粉末等を混合させて焼成すること等により作製することができる。こ
の場合、ターゲット材の組成は、Ｋ２ＣＯ３粉末、Ｎａ２ＣＯ３粉末、Ｎｂ２Ｏ５粉末等
の混合比率を調整することで制御することができる。
【００１８】
　ＫＮＮ膜３を構成する結晶は、基板１の表面に対して（００１）面方位に優先配向して
いることが好ましい。すなわち、ＫＮＮ膜３の表面（第２電極膜４の下地となる面）は、
主にＫＮＮ（００１）面により構成されていることが好ましい。基板１の表面に対して（
１１１）面方位に優先配向させたＰｔ膜上にＫＮＮ膜３を直接製膜することで、ＫＮＮ膜
３を構成する結晶を、基板１の表面に対して（００１）面方位に優先配向させることが容
易となる。例えば、ＫＮＮ膜３を構成する結晶群のうち８０％以上の結晶を基板１の表面
に対して（００１）面方位に配向させ、ＫＮＮ膜３の表面のうち８０％以上の領域をＫＮ
Ｎ（００１）面とすることが可能となる。ＫＮＮ膜３の厚さは例えば０．５～５μｍとす
ることができる。
【００１９】
　ＫＮＮ膜３は、銅（Ｃｕ）、マンガン（Ｍｎ）、リチウム（Ｌｉ）、Ｔａ、アンチモン
（Ｓｂ）等のＫ、Ｎａ、Ｎｂ以外の元素を、５ａｔ％以下の範囲内で含んでいてもよい。
【００２０】
（ステップ４：第２電極膜の製膜）
　ステップ３が終了したら、ＫＮＮ膜３上に、第１電極膜２とは異なる第２電極膜４を製
膜する。第２電極膜４は、後述の圧電膜素子２０（圧電膜デバイス３０）において、下部
電極膜となる膜である。第２電極膜４は、例えば、Ｐｔ、Ａｕ、アルミニウム（Ａｌ）、
銅（Ｃｕ）等の各種金属やこれらの合金を用いて製膜することができる。第２電極膜４は
、スパッタリング法、蒸着法、メッキ法、金属ペースト法等の手法を用いて製膜すること
ができる。第２電極膜４は、第１電極膜２のように圧電膜３の結晶構造に大きな影響を与
えるものではない。そのため、第２電極膜４の材料、結晶構造、製膜手法は特に限定され
ない。なお、圧電膜３と第２電極膜４との間には、これらの密着性を高めるため、例えば
、Ｔｉ、タンタル（Ｔａ）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、ニッケル（Ｎｉ）等を主成分とす
る密着層が設けられていてもよい。第２電極膜４の厚さは例えば１００～５０００ｎｍ、
密着層を設ける場合にはその厚さは例えば１～２００ｎｍとすることができる。
【００２１】
（ステップ５：異種基板の貼り合わせ）
　ステップ４が終了したら、第２電極膜４上に、上述の基板１とは異なる材料で形成され
た第２基板８（以下、異種基板８とも称する）を貼り合わせる。
【００２２】
　異種基板８は、第２電極膜４と同様に、第１電極膜２のように圧電膜３の結晶構造に大
きな影響を与えるものではない。そのため、異種基板８の材料、結晶構造、表面粗さ等の
表面（主面）状態、形成手法、厚さ等は特に限定されない。
【００２３】
　異種基板８として、ステンレス等の金属材料で形成した基板（以下、メタル基板とも称
する）や、プラスチック材料で形成した基板（以下、プラスチック基板とも称する）、透
明な材料で形成した透明な基板（以下、透明基板とも称する）を好適に用いることができ
る。なお、透明基板は、積層基板１０を用いて作製する後述の圧電膜デバイス３０の用途
に応じて、可視光（例えば波長が４００～８００ｎｍの範囲内の光）の平均光透過率が所
定値以上（例えば８０％以上）である。また、基板１の形成材料と異なる材料で形成され
ている基板であれば、異種基板８として、表面に窒化シリコン（ＳｉＮ）膜が形成された
Ｓｉ基板、ポリＳｉ基板等の種々の基板を用いることもできる。また、基板１と同じ形成
材料であっても、基板１に要求される品質よりも低品質のＳＯＩ基板、ＳｉＯ２基板を異
種基板８として用いることもできる。低品質の基板の一例として、基板１よりも表面が粗
い（基板１よりも表面粗さが大きな）基板が挙げられる。
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【００２４】
　第２電極膜４上への異種基板８の貼り合わせは、接着や融着等により行うことができる
。貼り合わせを接着により行う場合、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等を主成分として含
む接着剤を用いて行うことができる。すなわち、第２電極膜４上に上述の接着剤をスピン
コート法等により塗布して接着層７を形成し、接着層７上に異種基板８を設けることで、
第２電極膜４上に異種基板８を貼り合わせることができる。貼り合わせを融着により行う
場合、接着剤の代わりに金（Ａｕ）等の金属や熱融着フィルム等の熱融着可能な材料を用
い、融解状態にある上記材料上に異種基板８を配置した後、上記材料を固化させることで
、貼り合わせを行うことができる。このようにして、図１（ａ）に示す基板１、犠牲層６
、第１電極膜２、圧電膜３、第２電極膜４および異種基板８がこの順に積層されてなる積
層体１２が作製される。
【００２５】
（分離ステップ）
　上述のステップ１～５を実施し、積層体形成ステップが終了したら、積層体１２のうち
犠牲層６をエッチングして除去し、図１（ｂ）に示すように、積層体１２を、基板１と、
第１電極膜２、圧電膜３、第２電極膜４および異種基板８を有する積層基板（圧電膜を有
する積層基板）１０と、に分離させる。
【００２６】
　犠牲層６のエッチングは、塩化水素（ＨＣｌ）または第二硝酸セリウムアンモニウム（
（ＮＨ４）２［Ｃｅ（ＮＯ３）６］）を含む溶液をエッチング液として用いたウエットエ
ッチングにより行うことができる。エッチング液の濃度、エッチング時間、エッチング温
度等のエッチング条件は、犠牲層６の形成材料や、厚さ、平面積等により調整される。例
えば、Ｔｉを用いて犠牲層６を製膜した場合、ＨＣｌを例えば３６．８％の濃度で含む溶
液中に積層体１２を浸漬させ、犠牲層６をエッチングする。また、ＳＲＯを用いて犠牲層
６を製膜した場合、第二硝酸セリウムアンモニウムを例えば５０ｍｏｌ％の濃度で含む溶
液中に積層体１２を浸漬させ、犠牲層６をエッチングする。本発明者等は、上述の条件下
で積層体１２に対しエッチング液を供給したところ、積層体１２のうち犠牲層６のみをエ
ッチングすることができ、積層体１２のうち犠牲層６以外の基板や、膜、層はエッチング
が進行しないことを確認済みである。これは、本発明者等により見出された事項である。
【００２７】
　図１（ｂ）に示す積層基板１０の上下を反転させることで、異種基板８上に、第２電極
膜４と、圧電膜３と、第１電極膜２と、がこの順に積層された（設けられた）積層基板１
０となる。
【００２８】
（２）圧電膜素子および圧電膜デバイスの製造方法およびその構成
　上述の積層基板１０を所定の形状に成形することで、圧電膜を有する素子２０（以下、
圧電膜素子２０とも称する）が得られる。そして、圧電膜素子２０に電圧検出手段１１ａ
または電圧印加手段１１ｂを接続することで、圧電膜を有するデバイス３０（以下、圧電
膜デバイス３０とも称する）が得られる。
【００２９】
　図３に、本実施形態における圧電膜デバイス３０の概略構成図を示す。圧電膜デバイス
３０は、圧電膜素子２０と、圧電膜素子２０に接続される電圧検出手段１１ａまたは電圧
印加手段１１ｂと、を少なくとも備えて構成される。
【００３０】
　電圧検出手段１１ａを、圧電膜素子２０の第１電極膜２（上部電極膜）と第２電極膜４
（下部電極膜）との間に接続することで、圧電膜デバイス３０をセンサとして機能させる
ことができる。圧電膜３が何らかの物理量の変化に伴って変形すると、その変形によって
第１電極膜２と第２電極膜４との間に電圧が発生する。この電圧を電圧検出手段１１ａに
よって検出することで、圧電膜３に印加された物理量の大きさを測定することができる。
この場合、圧電膜デバイス３０の用途としては、例えば、角速度センサ、超音波センサ、
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圧カセンサ、加速度センサ等が挙げられる。
【００３１】
　電圧印加手段１１ｂを、圧電膜素子２０の第１電極膜２と第２電極膜４との間に接続す
ることで、圧電膜デバイス３０をアクチュエータとして機能させることができる。電圧印
加手段１１ｂにより第１電極膜２と第２電極膜４との間に電圧を印加することで、圧電膜
３を変形させることができる。この変形動作により、圧電膜デバイス３０に接続された各
種部材を作動させることができる。この場合、圧電膜デバイス３０の用途としては、例え
ば、インクジェットプリンタ用のヘッド、スキャナー用のＭＥＭＳミラー、超音波発生装
置用の振動子等が挙げられる。
【００３２】
（３）本実施形態により得られる効果
　本実施形態によれば、以下に示す１つまたは複数の効果が得られる。
【００３３】
（ａ）本実施形態によれば、（００１）面方位に優先配向した良質なＫＮＮ膜３が、種々
の材料で形成されてなる第２基板（異種基板）８上に設けられた積層基板１０を得ること
ができる。例えばＳｉ基板上に製膜するＫＮＮ膜と同質なＫＮＮ膜３が、Ｓｉ基板とは異
なる材料で形成された異種基板８上に設けられた積層基板１０を得ることができる。これ
により、上述の積層基板１０を加工することで作製される圧電膜デバイス３０の汎用性を
高めることができる。
【００３４】
　例えば、プラスチック基板上に良質なＫＮＮ膜３を設けることで、フレキシブル性の高
い積層基板１０とすることができる。その結果、この積層基板１０を用いて作製した圧電
膜デバイス３０を、曲面への取り付けが必要なセンサの用途に好適に用いることができる
。また、プラスチック基板上にＫＮＮ膜３を設けることで、この積層基板１０を用いて作
製した圧電膜デバイス３０は、医療用器具のセンサ等の用途にも好適に用いることができ
る。また例えば、メタル基板上に良質なＫＮＮ膜３を設けることで、大きく変形した場合
であっても破損しにくい、すなわち大きな変形に耐え得る積層基板１０とすることができ
る。また例えば、透明基板上に良質なＫＮＮ膜３を設けることで、透明な積層基板１０と
することができる。その結果、この積層基板１０を用いて作製した圧電膜デバイス３０を
透明デバイスとすることができ、スマートフォンのタッチパネル等に好適に用いることが
できる。このように、上述の積層基板１０を用いて作製した圧電膜デバイス３０を、高い
フレキシブル性（小さな曲げ半径）を有することが必要な用途や、医療用途、強度が必要
な用途、透明性が必要な用途等、広範囲な用途に適用することができる。
【００３５】
（ｂ）本実施形態では、積層体１２を構成する部材（基板、膜、層）の中で比較的膜厚が
小さな犠牲層６をエッチングにより除去し、積層体１２を、基板１と、積層基板１０と、
に分離することで、積層基板１０を得ている。
【００３６】
　本実施形態のこの手法に対し、第１基板、圧電膜、第２電極膜および第２基板を有する
積層体のうち、第１基板に対してエッチングを行うことで、圧電膜、第２電極膜および第
２基板を有する積層体を得た後、圧電膜上に第１電極膜を製膜して積層基板を得る手法も
ある。すなわち、第１基板自体（第１基板そのもの）をエッチングして除去する代替手法
もある。
【００３７】
　例えば、圧電膜がＫＮＮ膜である場合、ＫＮＮ膜はバッファードフッ酸（ＢＨＦ）では
エッチングされないという性質を利用して、第１基板としてＳｉＯ２基板を有する積層体
をＢＨＦ溶液中に浸漬し、第１基板そのものをエッチングにより溶かして除去する手法が
ある。また例えば、圧電膜が、ＫＮＮ膜や、組成式Ｐｂ（ＺｒｘＴｉ１－ｘ）Ｏ３（０＜
ｘ＜１）で表されるチタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）を用いて製膜した膜（ＰＺＴ膜）で
ある場合、第１基板として酸化マグネシウム（ＭｇＯ）基板やＳｉ基板を有する積層体に
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対し、エッチングにより第１基板（ＭｇＯ基板、Ｓｉ基板）そのものをエッチングして除
去する手法もある。ＭｇＯ基板は、例えば熱リン酸を用いたウエットエッチングにより除
去することができる。Ｓｉ基板は、例えばＳｉ基板の裏面（第１電極膜が設けられた面と
反対側の面、積層体の裏面）から反応性イオンエッチング（例えばＤｅｅｐ－ＲＩＥ）を
行うことにより除去することができる。
【００３８】
　しかしながら、第１基板は、積層体を構成する部材の中で、その厚さが厚い部材である
。このため、上述の代替手法のように、エッチングにより第１基板全てを除去しようとす
ると、エッチング処理時間を長時間に設定する必要があり、積層基板の生産性が低下する
という問題がある。また、ＭｇＯ基板のコストや、Ｄｅｅｐ－ＲＩＥを行う装置のコスト
が高く、その結果、積層基板の製造コストが高くなるという問題もある。
【００３９】
　これに対し、犠牲層６をエッチングで除去する本実施形態の手法によれば、上述の代替
手法の課題を解決することができる。すなわち、本実施形態の手法によれば、第１基板自
体をエッチングして除去する上述の代替手法に比べて、エッチング処理時間を短縮するこ
とができ、積層基板１０の生産性を向上させることができる。また、本実施形態の手法に
よれば、ＭｇＯ基板を用いたり、Ｄｅｅｐ－ＲＩＥによりエッチングしたりすることなく
、積層基板１０を得ることができることから、積層基板の製造コストの上昇を抑制するこ
とができる。
【００４０】
（ｃ）本実施形態では、異種基板８を、製膜ではなく、貼り合わせにより設けることから
、異種基板８として、犠牲層６をエッチングする際のエッチング液によりエッチングされ
ない限り、ニーズ（要求）に応じて、種々の基板を用いることができる。これに対し、異
種基板８上に（第１電極膜２を介して）ＫＮＮ膜３を製膜しようとすると、ＫＮＮ膜３の
膜質は異種基板８の材質や表面状態によって変わることから、良質なＫＮＮ膜３を有する
積層基板１０とするためには、使用することができる異種基板８の材質や表面状態が限定
されてしまう。
【００４１】
（ｄ）本実施形態では、ＫＮＮ膜３の製膜は、第１電極膜２を介して第１基板（Ｓｉ基板
）１上に行っていることから、良質なＫＮＮ膜３を安定して得ることができる。このため
、要求に応じて選択した種々の異種基板８上に良質なＫＮＮ膜３が設けられた積層基板１
０を、安定して得ることができる。
【００４２】
　本実施形態の手法に対し、例えばメタル基板やプラスチック基板上に、第１電極膜を介
してＫＮＮ膜を直接製膜する手法も考えられる。しかしながら、メタル基板上にＫＮＮ膜
を製膜すると、製膜後のメタル基板とＫＮＮ膜とを含む積層体の降温時や降温後に、メタ
ル基板とＫＮＮ膜との熱膨張率（熱収縮率）の差に起因する膜応力がＫＮＮ膜に加わって
しまう。このため、ＫＮＮ膜にクラックが生じたりすることがあり、ＫＮＮ膜の膜質が低
下してしまう。また、プラスチック基板上にＫＮＮ膜を製膜しようとすると、プラスチッ
ク基板は耐熱性が低いことから、製膜の際の加熱によりプラスチック基板が損傷してしま
う。このため、ＫＮＮ膜の製膜ができなかったり、製膜できたとしてもＫＮＮ膜の膜質が
低下したりしてしまう。
【００４３】
（ｅ）本実施形態では、異種基板８を貼り合わせにより設けることから、積層基板１０に
おいて、異種基板８と圧電膜３との熱膨張率の差に起因する上述の膜応力が圧電膜３にか
かることがない。このため、積層基板１０（圧電膜３）の変形を抑制でき、その結果、こ
の積層基板１０を用いて作製した圧電膜デバイス３０に不具合が発生することを抑制でき
る。
【００４４】
（ｆ）積層体１２を、基板１と、積層基板１０と、に分離する際、積層体１２のうち犠牲



(9) JP 2018-190891 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

層６を除く部位がエッチングされないような選択性を有するエッチングを行っている。こ
れにより、ＫＮＮ膜３がエッチングされることによる、ＫＮＮ膜３の圧電特性の変化（低
下）を抑制でき、積層基板１０の圧電特性を一定の特性に維持することができる。また、
基板１のエッチングを抑制することで、積層体１２から分離した基板１を、後に行われる
積層体形成ステップにおいて再利用することも可能となる。
【００４５】
＜他の実施形態＞
　以上、本発明の実施形態を具体的に説明した。但し、本発明は上述の実施形態に限定さ
れるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【００４６】
　上述の実施形態では、圧電膜デバイス３０をセンサやアクチュエータとして機能させる
場合について説明したが、これに限定されない。例えば、圧電膜デバイスをフィルタデバ
イスとして機能させてもよい。
【００４７】
　例えば、図４（ａ）に示すように、基板１、犠牲層６、第１電極膜２、ＫＮＮ膜３およ
び異種基板８がこの順に積層されてなる積層体１２Ａを作製した後、積層体１２Ａから犠
牲層６をエッチングして除去し、図４（ｂ）に示すように、積層体１２Ａを、基板１と、
第１電極膜２、ＫＮＮ膜３および異種基板８を有する積層基板１０Ａと、に分離させても
よい。すなわち、上述のステップ４を不実施とし、第２電極膜４を形成しなくてもよい。
図４（ｃ）に、積層基板１０Ａを用いて作製した圧電膜デバイス３０Ａの概略構成図を示
す。圧電膜デバイス３０Ａは、積層基板１０Ａが有する第１電極膜２を所定のパターンを
有するパターン電極（例えばくし型電極、ＩＤＴ）に成形して得た圧電膜素子２０Ａと、
圧電膜素子２０Ａに接続される電圧印加手段１１ａおよび電圧検出手段１１ｂと、を少な
くとも備えて構成されている。電圧印加手段１１ａを入力側の正負一対のパターン電極間
に接続し、電圧検出手段１１ｂを出力側の正負一対のパターン電極間に接続することで、
圧電膜デバイス３０Ａを、表面弾性波（ＳＡＷ：Surface Acoustic Wave）フィルタ等の
フィルタデバイスとして機能させることができる。
【００４８】
＜本発明の好ましい態様＞
　以下、本発明の好ましい態様について付記する。
【００４９】
（付記１）
　本発明の一態様によれば、
　第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、前記犠牲層上に第１電極膜（下部電極膜）を製
膜する処理と、前記第１電極膜上に圧電膜を製膜する処理と、を行って積層体を形成する
工程と、
　前記積層体のうち前記犠牲層をエッチングして除去することで、前記積層体を、前記第
１基板と、前記第１電極膜および前記圧電膜を有する積層基板と、に分離させる工程と、
を備える、圧電膜を有する積層基板の製造方法が提供される。
【００５０】
（付記２）
　付記１の方法であって、好ましくは、
　前記積層体を形成する工程では、
　前記圧電膜上に前記第１電極膜とは異なる第２電極膜を製膜する処理と、前記第２電極
膜上に前記第１基板とは異なる材料で形成された第２基板、または前記第１基板よりも低
品質な第２基板を貼り合わせる処理と、をさらに行う。
【００５１】
（付記３）
　付記１の方法であって、好ましくは、
　前記積層体を形成する工程では、前記第２電極膜上に前記第１基板とは異なる材料で形
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成された第２基板、または前記第１基板よりも低品質な第２基板を貼り合わせる処理をさ
らに行う。
【００５２】
（付記４）
　付記２または３の方法であって、好ましくは、
　前記第２基板を貼り合わせる処理では、前記第２基板として、メタル材料で形成した基
板、プラスチック材料で形成した基板および透明な基板のうちのいずれかを用いる。
【００５３】
（付記５）
　付記１～４のいずれかの方法であって、好ましくは、
　前記分離させる工程では、前記犠牲層のみに対してエッチングが行われる溶液をエッチ
ング液として用いる。
【００５４】
（付記６）
　付記１～５のいずれかの方法であって、好ましくは、
　前記積層体を形成する工程では、前記圧電膜として、組成式（Ｋ１－ｘＮａｘ）ＮｂＯ

３（０＜ｘ＜１）で表されるペロブスカイト構造のアルカリニオブ酸化物からなる膜を製
膜する。
【００５５】
（付記７）
　付記１～６のいずれかの方法であって、好ましくは、
　前記積層体を形成する工程では、前記犠牲層としてチタンからなる層を製膜し、前記分
離させる工程では、塩化水素を含む溶液をエッチング液として用いる。
　また好ましくは、前記積層体を形成する工程では、前記犠牲層としてルテニウム酸スト
ロンチウムからなる層を製膜し、前記分離させる工程では、第二硝酸セリウムアンモンを
含む溶液をエッチング液として用いる。
【００５６】
（付記８）
　本発明の他の態様によれば、
　第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、前記犠牲層上に第１電極膜を製膜する処理と、
前記第１電極膜上に圧電膜を製膜する処理と、を行って積層体を形成する工程と、
　前記積層体のうち前記犠牲層をエッチングして除去することで、前記積層体を、前記第
１基板と、前記第１電極膜および前記圧電膜を有する積層基板と、に分離させる工程と、
を備える、圧電膜を有する素子の製造方法が提供される。
【００５７】
（付記９）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、前記犠牲層上に第１電極膜を製膜する処理と、
前記第１電極膜上に圧電膜を製膜する処理と、前記圧電膜上に前記第１電極膜とは異なる
第２電極膜を製膜する処理と、前記第２電極膜上に前記第１基板とは異なる材料で形成さ
れた第２基板を貼り合わせる処理と、を行って積層体を形成する工程と、
　前記積層体のうち前記犠牲層をエッチングして除去することで、前記積層体を、前記第
１基板と、前記第１電極膜、前記圧電膜、前記第２電極膜および前記第２電極膜を有する
積層基板と、に分離させる工程と、を備える、圧電膜を有する素子の製造方法が提供され
る。
【００５８】
（付記１０）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　第１基板上に犠牲層を製膜する処理と、前記犠牲層上に第１電極膜を製膜する処理と、
前記第１電極膜上に圧電膜を製膜する処理と、前記圧電膜上に前記第１基板とは異なる材
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料で形成された第２基板を貼り合わせる処理と、を行って積層体を形成する工程と、
　前記積層体のうち前記犠牲層をエッチングして除去することで、前記積層体を、前記第
１基板と、前記第１電極膜、前記圧電膜、前記第２電極膜および前記第２電極膜を有する
積層基板と、に分離させる工程と、を備える、圧電膜を有する素子の製造方法が提供され
る。
【００５９】
（付記１１）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　第１基板と、前記第１基板上に製膜された電極膜と、前記電極膜上に製膜された圧電膜
と、を備え、
　前記第１基板と前記電極膜との間には、エッチングにより除去される犠牲層が製膜され
て（設けられて）おり、
　前記犠牲層を除去することで、前記第１基板と、前記電極膜および前記圧電膜を有する
積層基板と、に分離可能に構成されている、圧電膜を有する積層体が提供される。
【００６０】
（付記１２）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　第１基板と、前記第１基板上に製膜された第１電極膜と、前記第１電極膜上に製膜され
た圧電膜と、前記圧電膜上に製膜された第２電極膜と、前記第２電極膜上に貼り合わされ
、前記第１基板とは異なる材料で形成された第２基板と、を備え、
　前記第１基板と前記第１電極膜との間には、エッチングにより除去される犠牲層が設け
られており、
　前記犠牲層を除去することで、前記第１基板と、前記第１電極膜、前記圧電膜、前記第
２電極膜および前記第２基板を有する積層基板と、に分離可能に構成されている、圧電膜
を有する積層体が提供される。
【００６１】
（付記１３）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　第１基板と、前記第１基板上に製膜された第１電極膜と、前記第１電極膜上に製膜され
た圧電膜と、前記圧電膜上に貼り合わされ、前記第１基板とは異なる材料で形成された第
２基板と、を備え、
　前記第１基板と前記第１電極膜との間には、エッチングにより除去される犠牲層が設け
られており、
　前記犠牲層を除去することで、前記第１基板と、前記第１電極膜、前記圧電膜および前
記第２基板を有する積層基板と、に分離可能に構成されている、圧電膜を有する積層体が
提供される。
【００６２】
（付記１４）
　付記１２または１３の積層体であって、好ましくは、
　前記第２基板が、メタル材料で形成した基板、プラスチック材料で形成した基板および
透明な基板のうちのいずれかであり、
　前記圧電膜に、該圧電膜と前記第２基板との熱膨張率の差に起因する膜応力がかからな
い。
【符号の説明】
【００６３】
　１　　第１基板
　２　　第１電極膜（下部電極膜）
　３　　圧電膜
１０　　（圧電膜を有する）積層基板
１２　　積層体
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